
公益財団法人埼玉県下水道公社修繕標準仕様書 

 

第1章 総 則 

１－１一般事項  この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社（以下「甲」という。）が発注する修繕の

適正な履行を期するため、公益財団法人埼玉県下水道公社修繕・工事請負契約約款（以下

「約款」という。）第１条に規定する仕様書として、必要な事項を定めるものとする。 

 

１－２適用範囲  請負者（以下「乙」という。）は、図面、設計書及び特記仕様書に定めるほか、この仕様

書の定めるところにより、修繕を施工するものとする。 

 

１－３関係法令等   乙は、関係法令等を遵守し、修繕の円滑な進行を図らなければならない。 

   の遵守 

 

１－４諸官庁等へ  １ 修繕施工のために必要な関係諸官庁、その他に対する諸手続に伴って必要となる処の

手続き     理は、原則として、乙において迅速に処理しなければならない。 

          ２ 乙は、関係諸官庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞

なくその旨を監督員に申し出て協議するものとする。 

 

１－５提出書類   １ 乙は、指定の期日までに甲の定める様式により、提出一覧表（別表）に掲げる書類を

提出しなければならない。 

          ２ 乙は、提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更届を提出しなければならない。 

 

１－６保証性能の   乙は、設計図書に記載された性能を長期間保持できるよう設計及び製作に留意し、試験

確保     を行い、性能を確保しなければならない。 

 

１－７工事実績情   乙は、受注時又は変更時において工事実績情報を登録する。 

報の登録  登録対象は、修繕請負代金額５００万円以上のすべての修繕とし、受注・変更・完成・

訂正時にそれぞれ登録する。 

 

１－８廃棄物処理  乙は、修繕実施により発生した廃棄物の処理について、｢廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律｣及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき適正に処理しな

ければならない。 

 

１－９建設業退職  １ 建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用する場合は、勤労者退職金共済機構

金共済制度   に加入して証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付する。なお、証紙の購入

への加入等   が不要な場合は、その旨を監督員に報告する。 

   ２ 勤労者退職金共済機構の発注者用掛金収納書を貼付けした建設業退職金共済証紙購    

   入状況報告書（別途既定の様式による。）を契約締結後１ヶ月以内に監督員に提出する。

   ただし、１件当たりの請負代金額が600万円以上の修繕請負契約に限る。 

          ３ 修繕の一部を下請に付する場合は、下請負人に対して、本制度を説明するとともに、

掛金相当額を下請代金中に算入、その他の方法により、本制度の促進に努める。 

          ４ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書を監督員に提出した受注者は、修繕完成時に、

自らが雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績及び下請負人が雇用した対象労働者

への共済証紙貼付実績を、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書（別途既定の様式によ

る。）により監督員に提出する。 

          ５ 組合支部から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識（シール）の交付

を受け、現場事務所等に掲示し、対象となる労働者への周知を図る。 

 

 

 

 



  

 

 

１－10施工体制台  １ 乙は、修繕を施工するために下請負契約を締結したときは、施工体制台帳を作成し、 

   帳の提出等 修繕現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出する。 

          ２ 乙は、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、修繕関係者が見

やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出する。 

          ３ 乙は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員

に提出する。 

          ４ 乙は、甲から、修繕の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他の修繕

現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたとき

は、これを受けることを拒んではならない。 

   

 

第2章 安全管理 

２－１一般事項      １ 乙は、常に修繕の安全に留意して現場を管理し、災害を防止するために、次の事項を

守らなければならない。 

(1) 修繕の施工に当たり、従業員及び公衆の安全衛生を図るため常に細心の注意を 

払うこと。 

(2) 作業の安全を確保するため、適切な照明・防護さく・足場及び表示等を設ける 

こと。 

          ２ 乙は、薬品、油類、電気等を使用する場合は、その保管及び取扱いについて、関係法

令に従い、万全の対策を講じなければならない。 

          ３ 豪雨出水その他の災害に対しては、十分な注意を払い、常にこれに対処出来るように

準備しておくものとする。 

 

２－２事故の防止  １ 乙は、修繕の施工に必要な安全管理者、作業責任者等を配置して、安全管理と事故の

防止に努めなければならない。 

          ２ 乙は、修繕の施工に当たり、機械器具の点検整備を行い取扱いに当たっては、十分注

意しなければならない。 

 

２－３事故報告  修繕の履行中事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、原因、経緯及び被

害状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 

 

２－４後片付け    乙は、修繕の完成までに、修繕現場内の機材・仮設等を撤去するとともに清掃し、付近

施設に損害を与えた場合は、原状に復さなければならない。 

 

 

第3章 修繕施工 

３－１一般事項  １ 工程及び施工管理 

            乙は、監督員の承諾を受けた工程表、施工計画書、制作図、施工図に従い、修繕の円

滑な進行と適正な管理を行わなければならない。 

          ２ 就業時間 

            乙は、施工の就業時間について、あらかじめ甲と協議するものとする。 

          ３ 公害防止 

            乙は、修繕の施工に際し、騒音、振動、悪臭等公害の発生を防止し、現場付近居住者

との間に紛争等起こさないよう、常に配慮しなければならない。 

          ４ 障害物の取扱い 

            乙は、施工区域全般にわたる土地施設・地下埋設物等を確認し、修繕の施工に支障の

ある場合は、速やかに監督員に連絡し、その指示を受けなければならない。 

 



  

 

 

３－２修繕用材料  １ 支給材料の運搬、保管及び整理簿 

            支給材料の運搬及び保管は、乙の責任において行うものとし、乙は、整理簿を備え、

受払いのつど整理し、修繕の完成とともに甲に提出しなければならない。 

          ２ 現場発生品 

            乙は、修繕の施工中に発生した機器・材料等は、書類をもって甲に引渡すものとする。 

 

３－３県産品の使   乙は、修繕用材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は埼玉県内に 

用      本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する修繕用材料は、埼玉県産と

するよう努める。 

 

    

第4章 施工の立会い及び材料の検査 

４－１施工の立会   乙は、次の場合、監督員の立会いを受けなければならない。ただし、これによることが

困難な場合は、別に指示を受けるものとする。 

(1) 設計図書に定められた場合 

(2) 主要機器を設置する場合 

(3) 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合 

(4) 総合試運転を行う場合 

(5) 監督員が特に指示する場合 

 

４－２材料の検査    (1) 材料は種別ごとに監督員の検査を受けなければならない。ただし、軽易な材料に

ついては、監督員の承諾を受けて省略することができる。 

(2) 合格した材料と同じ種別の材料は、監督員が指示する材料を除き、以後の使用

を承諾されたものとする。 

(3) 監督員が特に必要と認めたものについては、工場立会試験を行うものとする。 

(4) 監督員が特に必要と認めたものについては、実負荷総合試運転を行うものとする。 

(5) 監督員が認めたものについては、試験証明書、製品証明書、試験成績書等の提

出によって、検査を受けることができる。 



  

 

（別表） 

 

提出書類一覧表 

 

番号 名        称 部数 備      考 

１ 修繕工程表  契約後速やかに 

２ 現場代理人等通知書  契約後速やかに(経歴書共) 

３ 下請負人通知書  必要に応じて 

４ 資材･製造所等選定報告書  必要に応じて 

５ 施工計画書  契約後速やかに 

６ 材料検査請求書  必要に応じて 

７ 修繕(実施)報告書  完成後速やかに 

８ 工期延長申請書  必要に応じて 

９ 現場発生品報告書  必要に応じて 

１０ 修繕写真  必要に応じて 

１１ 修繕完成通知書  完成後速やかに 

１２ 修繕日報  そのつど 

１３ 完成図書  完成後速やかに 

１４ 修繕目的物引渡書  完成検査後速やかに 

１５ その他必要な書類   

 


